
【参考資料１】

総合戦略の検証シート１【具体的な取組内容】

H27 H28 H29
(1)北大阪健康医

療都市におけ
る国際級の複
合医療産業拠
点の形成

① 健康・医療
産業の創出

○北大阪健康医療都市における健康・医療
の取組や国際級の複合医療産業拠点の形成
を進めるため、本市、国、大阪府及び摂津
市など広域的な連携を行い、企業誘致、進
出事業者が取り組む事業化を見据えた研究
開発の支援、創業・第二創業を促す拠点整
備を行う。
○予防医療及び健康づくりを実践する場を
設置し、そこで得られるヘルスケアデータ
や市場調査等を活用し、新たなサービスの
創出を促進する。

◆「開業率-廃業率」　３
ポイント以上　（平成28年
△2.4ポイント）
◆岸辺駅の１日当たりの利
用者数　22,000人以上
（平成28年度　15,559人）

〇国立健康・栄養研究所の健都イノベーションパーク
への移転決定を受け、同研究所が入居するアライアン
ス棟の整備・運営事業者の公募に向けた条件整理を行
うなど、複合医療産業拠点の形成に向けた取組を進め
た。

〇アライアンス棟の整備・運営事業者の公募を進める
とともに、複合医療産業拠点の形成に向け、引き続
き、健都イノベーションパークの進出事業者の募集・
選定を進める。

Ｂ Ｂ Ａ

アライアンス等の整
備・運営事業者の公
募の準備を進めるな
ど、拠点整備に向け
た取組を着実に実施
しているため。な
お、指標の「開業率
－廃業率」について
は全国平均も低下し
ている。

・北大阪健
康医療都市
推進室

・北大阪健康医療都
市推進事業（60,932
千円）

(2)市内への企業
移転・進出に
よる地域産業
の活性化

① 地域経済活
性化につな
がる企業誘
致

○企業立地促進奨励金制度について、本市
産業の特徴や立地特性を活かし、企業の本
社進出が促進されるための条件の見直しを
行う。
○地方拠点強化税制における大阪府地域再
生計画への参画など、国及び大阪府との連
携により企業誘致を進める。また、企業動
向を把握するため、商工会議所や金融機
関、エネルギー事業者等との連携により情
報収集を行う。

◆企業誘致件数　年間５件
（平成29年度　２件）

〇企業立地促進奨励金制度について、より効果を高め
られるよう、事業所の集積の多い近隣商業地域を対象
地域に追加する条例改正を行った。
〇企業訪問等により企業動向を把握したうえで、企業
立地促進奨励金制度の情報提供に努め、制度活用の促
進を図った。

〇条例改正を行い平成30年度より対象地域を拡大した
ため、制度の周知や企業動向の把握により一層努め
る。

Ｂ Ｂ Ｂ

対象地域が絞られて
いることや、制度周
知が十分ではなかっ
たことなどから、平
成29年度の企業誘致
件数が２件にとど
まったため。

・地域経済
振興室

・企業誘致推進事業
（23,101千円）

① 創業・第二
創業の促進

○「すいた創業支援ネットワーク」を活用
した創業前、創業後の継続的なフォロー
アップ及び情報発信を促進する。
○地域金融機関との連携強化による創業者
支援を行う。
○創業予定者や創業者が交流等を図ること
を目的とした起業家交流会についてビジネ
ス、創業につながるよう内容の充実を図
る。

◆産業競争力強化法に基づ
く創業支援事業による創業
者数　５年間で300人
（平成29年度　114人（累
計432人））
◆「開業率-廃業率」　３
ポイント以上　（平成28年
△2.4ポイント）
◆起業家交流会参加者数
年160人以上　（平成29年
度　187人）

〇「すいた創業支援ネットワーク」の三者の役割分担
を明確にし、各機関の強みを活かした創業支援に取り
組み、総合的な支援体制を整備し、円滑な創業につな
がっている。
〇「吹田市小企業者事業資金融資あっせん」の取扱金
融機関と連携して、創業予定者への開業資金融資の活
用促進に努めた。
〇起業家交流会については、様々なキャリアを持つ参
加者同士が交流を深めることにより、そのキャリアに
応じたスキルアップが図れるような企画運営に取り組
んだ。

〇「すいた創業支援ネットワーク」の連携強化を図る
とともに、事業の実績を含め、ネットワークについて
広く周知し、ネットワーク以外からの創業者の掘り起
しに努め、幅広い支援に取り組む。
〇起業家交流会については、引き続き開催テーマ等の
充実化を図り、参加者数の増加につなげて創業者の育
成や交流に努める。 Ａ Ａ Ａ

指標の「開業率－廃
業率」については全
国平均も低下してお
り、他の指標の数値
と総合的に判断し
た。制度周知は今後
も行っていく。

・地域経済
振興室

・新産業育成・創業
起業支援事業
（2,642千円）

② 事業承継や
企業定着へ
の支援

○商工会議所と連携し、中小企業の喫緊の
課題である事業承継への支援などを推進す
ることにより、事業活動の継続や市内への
企業定着を促進する。

◆「開業率-廃業率」　３
ポイント以上　（平成28年
△2.4ポイント）
◆事業所における労働生産
性（従業者１人当たり付加
価値額）　504万円　（平
成28年　493万円）

〇事業承継については、セミナーの開催や企業訪問に
おいて事業者の承継における課題、ニーズ把握に努め
て、公的な支援機関や商工会議所の情報提供を行い、
その解決に向けて支援を行った。
〇企業訪問等により、事業活動の安定化、市内に企業
が定着するための、本市を始め国、大阪府の支援策及
び支援機関の情報提供を行い、企業の市内定着への取
組を進めている。

○大阪府事業承継ネットワーク推進会議に参画し、関
係機関と連携して課題把握や支援策を検討する。
〇企業訪問においては、既存訪問事業者への訪問に加
えて、幅広い業種及び新規事業者への訪問も進めて、
様々な事業者からの課題、ニーズの把握を行い支援策
への反映に努める。
〇経済団体等の例会において、産業振興条例、商工振
興ビジョン2025等の産業施策の情報提供を行い、本市
の産業振興についての周知を図る。

Ａ Ａ Ａ

指標の「開業率－廃
業率」については全
国平均も低下してお
り、他の指標の数値
と総合的に判断し
た。

・地域経済
振興室

・新産業育成・創業
起業支援事業
（2,642千円）※再
掲
・中小企業活性化支
援事業（3,327千
円）

(4)魅力ある商業
地づくり

① 商店街等の
活性化

○地域の特性に応じた活性化方策（事業計
画）を作成・実践する商店街等を支援す
る。
○商工会議所と連携し、飲食業等の開業希
望者の掘り起こしと商店街等とのマッチン
グを進める。

◆商店街等における空き店
舗率　7.3％以下　（平成
29年度　8.5％）

○商店会活動の促進に向けた人材育成や課題解決のた
め専門家の派遣を行った。
○商店会が実施する催しや商店街の空き店舗を活用し
たチャレンジショップに対して補助を行った。

○商店街の現状を把握しながら引き続き支援を行う。
○商店街の魅力向上、来街促進に繋がる空き店舗活用
や、集客に結び付くよう新たな事業を活用し、商工会
議所とも連携しながら具体的な支援を行う。 Ｂ Ｂ Ｂ

空き店舗活用事業な
どの活用促進、制度
改正など取組を強化
する必要があるた
め。

・地域経済
振興室

・商店街等魅力向上
促進事業（12,800千
円）

(3)創業促進や企
業の成長支援
による雇用の
創出

基本
目標

基本的方向 アクションプラン（H27～31年度具体的な施策）
平成32年 KPI

（括弧内：直近データ）
これまでの取組状況

（進捗、成果、課題等）
今後の取組予定

所管名評価

※【評価】欄について
　　Ａ：目標達成に向け取組が進んでいる又はＫＰＩが前進している　　Ｃ：方針、具体策等を検討中
　　Ｂ：目標達成に向け取組の強化が必要又はＫＰＩが後退している　　Ｄ：未着手又はアクションプランの見直しが必要

「吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成28年３月策定） 平成29年度の進捗状況（平成30年３月末時点）
備考

（評価理由等）

※【アクションプラン、KPI】欄について
　　◎、◇：新たに設定した項目

関連事業名
（括弧内：平成30年度

当初予算額）
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① シティプロ
モーション
による効果
的な情報発
信

○シティプロモーションについての基本的
な考え方と戦略の方向性を示す「(仮称)吹
田市シティプロモーション戦略プラン」を
策定する。
○民間事業者や学識経験者と積極的な連携
を図りながら、ＩＣＴ基盤の整備を行うな
ど、多様な媒体を通じた積極的な情報発信
を行う。
○本市だけでなく、北摂エリア全体を対象
とした北摂観光・北摂ブランドを創設す
る。
○地域資源の現状把握や掘り起しを行うた
めの調査を実施する。

◆転入超過（転入者数が転
出者数を上回る）を維持
（平成29年　38人）
◆本市観光施設利用者数５
年間で１億人　（平成28年
442万人（累計1,566万
人））

〇「吹田市シティプロモーションビジョン」に基づ
き、市民にとって市への愛着や誇りが醸成される取組
を実施した。具体例として庁内関係部署と連携し、オ
リジナル婚姻届や職員名札ストラップの作成、正面玄
関フォトスペースの設置のほか、すいたんマスコッ
ト、オリジナル年賀はがき、ピンバッジ等のプロモー
ショングッズの作成によりシティプロモーションの推
進を図った。
〇ＮＴＴ西日本と「吹田市におけるＩＣＴを活用した
シティプロモーション推進に関する連携協定」を締結
し、ＩＣＴを活用したシティプロモーションに資する
事業の検討に着手した。

〇若手職員を中心とするシティプロモーション提案プ
ロジェクト「enZINE（エンジン）」について、新たな
メンバーを加えながら、魅力的な提案とその実現が可
能となるよう活動環境の整備に継続して努めていく。
〇ＮＴＴ西日本との連携協定に基づき、庁内関係部署
と連携しながらＩＣＴの活用によるアプリ開発やイベ
ント等を実施していく。
〇ＳＮＳを活用し、市民が主体的に市の魅力を発信で
きる仕組みを構築する。
〇財源確保の視点を重視し、販売用のシティプロモー
ショングッズに関する企画を積極的に進める。

Ｂ Ａ Ａ

事業の推進にあたっ
てはシティプロモー
ション推進室だけで
なく、庁内関係部署
と連携して多くの事
例に取り組んだた
め。

・シティプ
ロモーショ
ン推進室

・シティプロモー
ション事業（8,199
千円）

② 情報発信プ
ラザ
（Inforest
すいた）を
拠点とした
魅力発信

○来訪者が大幅に増加する本市北部におい
て都市魅力発信の拠点となる「情報発信プ
ラザ（Inforestすいた）」を開設する。さ
らに、来訪者の市内回遊の促進により、地
域経済の活性化につなげる。
○市民、市外からの来訪者、外国人旅行者
などターゲットごとに、本市の魅力を集約
した情報誌をそれぞれ発行する。

◆本市観光施設利用者数5
年間で１億人　（平成28年
442万人（累計1,566万
人））
◆Inforestすいたの利用者
数　年60万人　（平成29年
度　395,393人）
◆市内飲食店・物販店等の
経済効果（アンケートによ
る調査を実施）：効果有の
回答率60％以上

○情報発信プラザでは、観光情報等の発信以外にも、
月ごとに本市の特性を紹介した展示フェアを開催し
た。
○展示フェアの連動企画として、他施設の紹介や誘客
など、プラザから市内へ回遊のきっかけづくりを進め
た。
〇平成29年度は三井不動産（株）や関係機関、大学と
連携し、ＥＸＰＯＣＴＹのイベント広場でＰＲフェス
タを２回開催した。

○本市の多彩な魅力を発信する拠点として、情報発信
プラザでは引き続き市の魅力に気づいてもらう展示
フェアや、観光情報等の充実に努める。
○三井不動産（株）やＥＸＰＯＣＩＴＹの商業施設、
本市の友好都市、大学、事業者等と連携し施設内の広
場を活用したイベントを実施し、本市のＰＲを積極的
に展開していく。

Ａ Ａ Ａ

情報発信プラザでの
展示フェアの実施等
により来訪客数が平
成28年度から平成29
年度にかけて約1.5倍
に増加しているた
め。

・シティプ
ロモーショ
ン推進室

・観光企画推進事業
（11,581千円）
・情報発信プラザ事
業（17,816千円）

(2)環境に配慮し
た快適で機能
的なまちづく
り

① 安全・快適
な道路環境
の整備

○歩道の段差解消や横断勾配の緩和など、
歩道のバリアフリー化を推進し、市内道路
施設の移動困難箇所を改善する。
○「(仮称) 吹田市自転車走行環境整備計
画」を策定し、各路線に応じた適切な整備
形態で、計画的に、自転車走行空間の整備
を図る。

◆交通バリアフリー化整備
率　92.5％　（平成29年度
末現在　52.1％、平成32年
度末までに100％整備予
定）
◆「（仮称）吹田市自転車
走行環境整備計画」の策
定、計画に基づく整備の実
施　（平成28年度　吹田市
自転車利用環境整備計画を
策定。551.1ｍ整備）

○交通バリアフリー道路特定事業計画に基づき、平成
29年度は１路線の歩道バリアフリー化を実施。平成29
年度末現在の整備率は52.1％。
〇平成29年度は、南吹田地区に新設されるおおさか東
線新駅周辺のバリアフリー基本構想及び道路特定事業
計画を策定した。
〇平成29年度は、吹田市自転車走行環境整備計画に基
づき、L＝551.1ｍを整備した。

○引き続き、交通バリアフリー道路特定事業計画に基
づき、歩道のバリアフリー化を実施する。
○引き続き、吹田市自転車走行環境整備計画に基づ
き、自転車走行空間の整備を図る。

Ｂ Ｂ Ｂ

交通バリアフリー化
整備率については、
目標達成のために強
化していくことが必
要であるため。

「歩道バリアフリー
化」については、社
会資本整備総合交付
金（防災・安全）に
て実施

・道路室
・総務交通
室

・交通バリアフリー
道路特定事業
（46,969千円）
・交通安全施設整備
事業（2,620千円）

② みどり環境
の継承と充
実

○街路樹及び公園緑地樹木の診断・評価及
びその結果に基づいた計画的・改善的処理
を実施する。
○市民が憩いやくつろぎを感じる、みどり
のあるコミュニティ空間を提供する。
○市の住宅の４分の３が集合住宅である特
殊性を特長ととらえ、集合住宅の敷地内に
おいて、立体的なみどりの空間を創出す
る。

◆街路樹及び公園緑地樹木
の倒伏による事故件数　年
間０件
（平成29年度　２件）
◆「吹田市は、木々や草花
などの緑が多いので、まち
に愛着や誇りを感じる」市
民の割合　62％　（平成26
年度　61.4％）
◆吹田市域の緑被率　30％
（平成25年度　26.1％）

○平成29年度末までに樹木健全度緊急調査結果に基づ
く剪定・伐採を完了した。
○平成29年度当初にパークカフェ事業者と協定を締結
した。また、市工事としてカフェの基盤整備工事を発
注した。
○市民が自主的にベランダを花で飾る活動を市が支援
する「彩（いろどり）団地助成制度」を平成29年度に
創設した。

○平成29年度策定の樹木適正管理指針に基づく点検・
健全度調査計画を作成し、計画的な剪定・伐採などの
樹木管理を行う。
〇平成30年度内のパークカフェオープンに向けて、事
業者と協議を進める。
○平成30年度に「彩（いろどり）団地助成制度」を拡
充する。 Ｂ Ａ Ａ

目標達成に向け取組
が進んでいるため。

・道路室
・公園みど
り室

Ｂ Ａ Ａ

ガンバ大阪とパート
ナーシップ協定を締
結し、また本市とガ
ンバ大阪協力のもと
パブリックビューイ
ングを初めて実施す
るなど、ガンバ大阪
を応援する機運を高
めるような取組がで
きたため。

・文化ス
ポーツ推進
室

・ホームタウン推進
事業（57,471千円）
※ネーミングライツ
で得た財源を活用

(1)都市魅力の強
化と戦略的な
情報発信

　
■
基
本
目
標
２
■

　
　
　
「

住
む
」
「

楽
し
む
」

新
た
な
魅
力
が
見
つ
か
る
ま
ち
（

１
枚
目
）

③ ガンバ大阪
ホームタウ
ンの推進

○市にガンバ大阪を支援するための担当窓
口を設置する。
○関係団体等との連絡・連携体制を構築
し、市民が一体となってガンバ大阪を応援
する機運を高める。

◆ガンバ大阪ホームゲーム
（Ｊリーグ等）年間来館者
数　60万人　（平成29年度
471,064人）
（2017シーズン（平成29年
２月～30年１月）
520,221人）

○吹田市とガンバ大阪がより密接な連携・協力のもと
に、スタジアムを中心とし、本拠地を有するホームタ
ウンとしての活動を推進することにより、「ガンバ大
阪のあるまち」として地元への愛着や誇りを育み、活
力ある地域社会の形成・発展に寄与することを目的と
して、平成29年７月に「パートナーシップ協定」を締
結した。
○ガンバ大阪の協力のもと、平成29年６月に市民ふれ
あい事業を実施した。市内の小学４年生対象に、市立
吹田サッカースタジアムで、元プロの選手の講話、ス
タジアム見学、ピッチでのサッカー体験、防災備品備
蓄倉庫見学、段ボールベッド組立て等を行い、市内小
学校22校・2,032人の参加があった。
○ガンバ大阪の協力のもと、平成29年９月にパブリッ
クビューイングを実施した。約1,500人の参加があ
り、アンケート結果によると、参加市民の満足度は高
く、ガンバ大阪の観戦希望の声も多くあった。

○パートナーシップ協定に基づき、市民ふれあい事業
やパブリックビューイング以外にも、ガンバ大阪を身
近に感じられるような事業として、Ｊ１リーグへの市
民招待やガンバ大阪のプロコーチによる市立幼稚園や
小学校等でのボール運動に関する事業等を実施予定。
○一般社団法人ガンバ大阪吹田後援会による、ガンバ
大阪とともにサッカーを核としたスポーツ文化の振
興、青少年の健全育成及び地域の活性化に寄与する事
業に対し、補助金交付予定。
○市民に吹田市の新たな魅力であるガンバ大阪を身近
に感じてもらい、吹田市を挙げてガンバ大阪を応援す
る機運を盛り上げ、ホームタウン意識や「ガンバ大阪
のあるまち」としてのふるさと意識の醸成を図ってい
く。

2/8



【参考資料１】

総合戦略の検証シート１【具体的な取組内容】

H27 H28 H29
基本
目標

基本的方向 アクションプラン（H27～31年度具体的な施策）
平成32年 KPI

（括弧内：直近データ）
これまでの取組状況

（進捗、成果、課題等）
今後の取組予定

所管名評価

※【評価】欄について
　　Ａ：目標達成に向け取組が進んでいる又はＫＰＩが前進している　　Ｃ：方針、具体策等を検討中
　　Ｂ：目標達成に向け取組の強化が必要又はＫＰＩが後退している　　Ｄ：未着手又はアクションプランの見直しが必要

「吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成28年３月策定） 平成29年度の進捗状況（平成30年３月末時点）
備考

（評価理由等）

※【アクションプラン、KPI】欄について
　　◎、◇：新たに設定した項目

関連事業名
（括弧内：平成30年度

当初予算額）

(2)環境に配慮し
た快適で機能
的なまちづく
り

① 若者と市内
企業のマッ
チング

○吹田合同企業説明会や北摂各市と連携し
た合同就職面接会の開催など、若者が地元
中小企業の魅力を知る機会を充実させる。
○既存の地元中小企業や誘致企業による市
内学生をはじめとする若者の採用の促進を
図る。

◆大学生の地元企業への就
職希望率　35.8％　（平成
27年度　30.8％）
◆就労支援施策等による若
年者の就職者数　５年間で
2,250人　（平成29年度
261人（累計1,144人））

〇大阪労働局と連携を図り、市内事業所の魅力を発見
してもらう「吹田魅力発見企業フェスタ」や北摂市町
及び金融機関等との連携を図り、広域な「合同企業説
明会」を開催し、市内を含む近隣市の学生等に対する
市内企業の認知度を深めることができた。
〇市内大学生等と市内中小企業とのマッチングを図る
ため「吹田合同企業説明会」を大学生の就職活動が解
禁される例年３月に開催しているが、平成29年度につ
いては、昨今の学生の売り手市場の状況を鑑み大企業
の説明会とは時期をずらし、企業の選考活動が解禁さ
れる次年度６月以降に開催するものとした。

○今後も引き続き、大阪労働局や大学、地域金融機関
及び商工会議所と連携し、企業説明会や就職面接会を
実施することで、市内外の学生や若者に対し、市内企
業の魅力を情報発信するとともに、マッチングの創出
を図り、市内企業への人材供給の一助となるよう取り
組む。

Ｂ Ａ Ｂ

昨今の雇用情勢の改
善により、売り手市
場となっている学生
にとって、市内の企
業の魅力を知っても
らうイベントを実施
するなど、若者と市
内企業のマッチング
を図る取組を実施し
ているが、KPIの目標
達成に向け取り組み
を強化する必要があ
るため。

・地域経済
振興室

・吹田合同企業説明
会（50千円）

(2)子育てしやす
い環境の整備

① 質の高い幼
児期の学校
教育・保育
の総合的な
提供

○公立幼稚園の認定こども園への移行を進
めるとともに、私立の幼稚園や保育所につ
いても、認定こども園化を促進する。

◆既存保育所８か所が認定
こども園に移行する。
（平成30年４月現在　９
園）
◆既存幼稚園18か所が認定
こども園に移行する。
（平成30年４月現在　９
園）
※子ども・子育て支援事業
計画策定時に移行を希望し
た園の数

○私立保育所からの認定こども園化については、平成
28年４月１日に５園が移行し、平成29年４月１日から
２園が移行している。
○市立幼稚園からの認定こども園化については、平成
28年４月１日に１園、平成29年４月１日に２園、平成
30年４月には幼保連携型１園を含め計６園が認定こど
も園へ移行している。

○小規模保育事業所の卒園児である３歳児からの受皿
として、幼稚園からの認定こども園化の対策が必要で
あることから、国の事業である「幼稚園における保育
対応型幼稚園助成事業」を平成29年度から実施してい
る。
○私立幼稚園からの認定こども園化も、平成31年４月
１日に１園が移行する。 Ｂ Ｂ Ｂ

・私立保育所からの
移行目標は達成した
が、私立幼稚園から
は１園しか移行でき
ていないため。

・保育幼稚
園室

・私立認定こども園
整備費助成事業
（374,412千円）

・男女共同参画セン
ター主催講座等事業
（3,417千円）
・男女共同参画セン
ター啓発事業
（1,511千円）

・男女共同
参画室
・男女共同
参画セン
ター
・地域経済
振興室

同じ目標ながらも市
民のニーズに合わせ
て毎年講座内容等を
変更し、啓発に努め
ているため。

ＡＡＢ

○今後も引き続き事業者に対し研修を実施するほか、
啓発パンフレットを作成、配布する。
○平成30年９月に育児休業から復帰する人を対象とし
た両立支援の講座を開くほか、市民向け意識啓発講座
等を企画、実施する。
○男女共同参画センター広報誌「ソフィア」にて啓発
記事を掲載予定。

○市民や事業者に向け、育児・介護休業法
などの制度の周知、ワーク・ライフ・バラ
ンスやダイバーシティなどの啓発、研修会
を実施するなどして積極的に働きかける。

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンスに関す
る啓発

②

若者の地元就
職への支援と
働きやすい環
境の整備

(1)

○「うちエコ診断」や「大阪府ビル省エネ
度判定制度」を活用し、家庭や事業所にお
ける省エネルギーポテンシャルの見える化
を推進する。
○家庭や事業所における省エネルギー機器
等の導入促進策について検討する。
○公共施設の新築・改修の際は、積極的に
再生可能エネルギー及び省エネルギー機器
等を導入する。
○下水道熱など未利用エネルギーの活用に
ついて検討する。
○公用車への低公害車・低燃費車の導入を
進める。
○身近なみどりや生き物の生息環境を守り
育てていくとともに、近隣自治体と連携し
た広域的な取組も視野に入れた地域計画づ
くりの検討を行う。
○道路、駐車場等における舗装の遮熱化の
推進など、ヒートアイランド対策を進め
る。

◆市域の年間エネルギー消
費量　15.9PJ（ペタジュー
ル）
（平成26年度　21.3PJ）
◆市域における太陽光発電
システム導入件数累計及び
設備容量
4,000件　22,000kW　（平
成28年度　3,099件
15,305kW）
◆熱帯夜日数（５年移動平
均）　35日以下　（平成28
年度　31日）

○平成29年６月に本市と協働して地球温暖化や生物多
様性の啓発に取り組む学生ネットワークを設立し、運
営を開始した。
○環境まちづくりガイドライン等をホームページに掲
載し、家庭や事業者に取組みを求めることにより、省
エネルギー機器等の導入についての啓発を行ってい
る。
○「吹田市電力の調達に係る環境配慮方針」に基づ
き、平成29年度より、再生可能エネルギー比率の高い
電気を供給する等、環境に配慮した小売電気事業者か
らの電力調達を開始した。
○公共施設における再生可能エネルギー導入件数：75
件（44施設）（累計）
○公用車買替えの機会を捉えて、低公害車の導入を進
めている。
○生物多様性に関する啓発冊子を作成するとともに、
市民向け講演会を開催。
○能勢町とのフレンドシップ協定を活かした地域循環
共生圏構築事業の一環として、街と里のつながりを考
えるフォーラムや市民向けツアーを開催。
○平成29年度に環境まちづくりガイドライン【開発・
建築版】の内容等の見直しを行い、ヒートアイランド
対策に関する取組項目を強化した。
○平成29年度透水性舗装施工面積：4,487㎡

③ 環境先進都
市をめざし
た取組

◆育児休業制度を就業規則
に記載している事業所の割
合　50％　（平成27年度
50.0％）
◆介護休業制度を就業規則
に記載している事業所の割
合　50％　（平成27年度
43.6％）
◆育児休業制度の利用が
あった事業所の割合　20％
（平成27年度　7.8％）
◆介護休業制度の利用が
あった事業所の割合　10％
（平成27年度　0.5％）
※いずれも市内事業所

○市内の経営者が集まる会議の場での研修会を実施
（１回）。事業者向けの啓発パンフレットを作成し、
配布した。
○市民向けの意識啓発講座を実施（５講座）。
○男女共同参画センター広報誌「ソフィア」にて啓発
記事を掲載した。
〇市報すいた内記事「女と男のいきいきライフ」にて
特集記事を掲載した。

○昨年度に設立した、地球温暖化や生物多様性の啓発
に取り組む学生ネットワークとの協働等により、啓発
を進める。
○引き続き、環境まちづくりガイドライン等をホーム
ページに掲載し、家庭や事業者に取組を求めることに
より、省エネルギー機器等の導入についての啓発を行
う。
○今年度は対象施設を拡大し、引き続き、「吹田市電
力の調達に係る環境配慮方針」に基づき、再生可能エ
ネルギー比率の高い電気を供給する等、環境に配慮し
た小売電気事業者からの電力調達を実施する。
○引き続き、公共施設の新築・改修の際は、積極的に
再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等を導入す
る。
○引き続き、公用車買替の機会を捉えて、低公害車の
導入を進める。
○生物多様性に関する啓発冊子をイベント等で配布す
るとともに、市民向け講演会を開催予定。
○能勢町とのフレンドシップ協定を活かした地域循環
共生圏構築事業の一環として、街と里のつながりを考
えるフォーラムを開催予定。
○新たな環境まちづくりガイドライン【開発・建築
版】に基づき、開発事業者に対し保水性・遮熱性舗装
等のヒートアイランド対策の実施を促進する。
○引き続き、道路や駐車場等における舗装の遮熱化の
推進などのヒートアイランド対策を推進する。

Ｂ Ｂ Ｂ

KPIのうち、「熱帯夜
日数」については目
標を達成しているも
のの、「市域の年間
エネルギー消費量」
及び「市域における
太陽光発電システム
導入件数累計及び設
備容量」について
は、目標達成に向け
取組の強化が必要な
ため。

・環境政策
室

・地球温暖化対策新
実行計画管理運用事
業（40千円）
・環境まちづくりガ
イドライン運用事業
（０円）
・生物多様性保全施
策推進事業（163千
円）

　
■
基
本
目
標
２
■
 
（

２
枚
目
）

　
■
基
本
目
標
３
■

　
　
　
　
就
職
・
子
育
て
の
希
望
が
か
な
い
、

未
来
を
担
う
人
材
が
育
つ
ま
ち
（

１
枚
目
）
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【参考資料１】

総合戦略の検証シート１【具体的な取組内容】

H27 H28 H29
基本
目標

基本的方向 アクションプラン（H27～31年度具体的な施策）
平成32年 KPI

（括弧内：直近データ）
これまでの取組状況

（進捗、成果、課題等）
今後の取組予定

所管名評価

※【評価】欄について
　　Ａ：目標達成に向け取組が進んでいる又はＫＰＩが前進している　　Ｃ：方針、具体策等を検討中
　　Ｂ：目標達成に向け取組の強化が必要又はＫＰＩが後退している　　Ｄ：未着手又はアクションプランの見直しが必要

「吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成28年３月策定） 平成29年度の進捗状況（平成30年３月末時点）
備考

（評価理由等）

※【アクションプラン、KPI】欄について
　　◎、◇：新たに設定した項目

関連事業名
（括弧内：平成30年度

当初予算額）

(2)子育てしやす
い環境の整備

③ 保育の量的
拡大・確保

○認可保育所を５か所創設する。
○小規模保育事業を44か所で実施する。
○幼稚園の認定こども園への移行を進め
る。

◆保育所待機児童数　０人
（平成30年４月１日　55
人）

○認可保育所を平成28年４月に１園、平成29年４月に
３園、平成30年４月に４園創設した。
○小規模保育事業等を平成27年４月に10か所、10月に
５か所、平成28年４月に２か所、10月に11か所、平成
29年４月に８か所、10月に２か所と平成30年４月に３
か所を開所している。

○平成31年４月までに、保育所を６か所が開所予定
で、小規模保育事業も２か所で開所を予定している。
○私立幼稚園から認定こども園へも平成31年４月に移
行予定である。
○平成31年４月１日には、待機児童は解消予定である
が、必要であれば、次期の子ども子育て支援事業計画
の策定時に検討を行う。 Ｂ Ｂ Ａ

保育所等の整備箇所
数は、予定に達して
いないが、待機児童
は来年４月には解消
予定のため。

・保育幼稚
園室

・私立保育所整備費
助成事業（495,693
千円）
・小規模保育整備費
助成事業（72,000千
円）
・公立小規模保育事
業所整備事業
（4,941千円）

② 父親の育児
参画などの
推進

○両親教室（父親育児編）をさらに充実さ
せる。
○父親手帳の配布等、父親の育児参画につ
いての情報発信を強化する。

◆乳幼児健診（１歳６か月
児健康診査）の問診で父親
の育児参画について「よく
やっている」と回答する人
の割合　50％　（平成29年
度　61.3％）

○妊婦（両親）教室の実施方法を３回コース制を廃止
し、希望する内容を選択して受講できる形に変更し
た。また、プレパパ・プレママ教室は希望者が多く、
定員を超える申込みがあるため、定員を増やし、平日
開催コースも設定した。
○母子健康手帳配布時に、内閣府が作成している『さ
んきゅうパパ準備ＢＯＯＫ』を全員に配布している。

○妊婦（両親）教室の実施方法等について改善した内
容が適正であるか評価していく。
○父親の育児参画についての情報発信の方法の在り方
について、引き続き検討していく。

Ｂ Ａ Ａ

父親が参加しやすい
ように定員、開催曜
日等、教室の運営方
法を改善したため。

・保健セン
ター

・妊婦（両親）教室
事業（982千円）

Ａ Ａ

産前産後に利用でき
る事業を複数立ち上
げ、妊娠・出産・子
育てについてよりき
め細かく支援できる
ようになった。
高野台のびのびルー
ムでの定期的な相談
会や、すくすく赤
ちゃんクラブや子育
て広場での出張相談
会を行うことで、年
間相談件数が増加し
ているため。

・妊産婦相談支援事
業（8,371千円）
・産後ケア事業
（5,030千円）
・産前・産後サポー
ト事業（2,765千
円）
・妊婦・産婦・乳児
一般・乳児後期健診
事業（386,018千
円）
・産後家事支援事業
（3,037千円）
・不妊治療相談事業
（246千円）

吹田版ネウ
ボラの整備

○妊娠・出産・子育て期における様々な
ニーズに対して切れ目のないように相談、
支援を行う「吹田版ネウボラ」の整備を行
う。また、そのための庁内外ネットワーク
を構築する。
〇産前・産後のニーズに合わせた多様な支
援策を創設する。
〇不妊治療に関する相談や治療費助成の充
実を図る。
◎子育て支援コンシェルジュ事業を実施す
るため、子育て相談や助言等を行うための
体制の充実や関係機関との連絡調整等の強
化を図る。（平成29年度に設定）

○平成27年10月に、教育・保育施設や子育て支援施設
等の検索システムを導入した。昨年度と今年度を比較
するとアクセス数が13,864件減少した。また、就学前
児童数は、平成29年３月末に比べ、271人減少してい
る。（平成30年４月1日時点）
○平成29年度から受入対象児童を４年生まで拡大した
ことによる入室希望児童の増加により、年度の前半は
１～４人程度の待機児童を生じたが、10月には解消で
きた。
○平成28年度から読み聞かせや工作などの新たな「活
動プログラム」を開始した。29年度は32小学校で133
講座実施となり昨年度より３校、19講座多くなり、新
たな体験活動を提供することにより、「太陽の広場」
の活性化を図ることができた。
○千里丘北小学校では平成27年度から開始し、太陽の
広場は市内全36小学校で実施できた。
○課題としては実施予定回数は2,399回と目標開催回
数に近付いているが、参加者の多い学校では、雨天時
に活動場所の確保ができないため中止となっている。
安定的・継続的な実施のため見守りボランティアの確
保と地域人材の確保が必要である。
○親子教室の参加人数の増加やニーズの高まりから、
開催の回数や時間を増やすなど充実をした。
○平成29年11月に開室した高野台のびのびルームでは
月６回、相談会や親子教室等を開催している。

○検索システム等を活用しながら、利用者が教育・保
育施設や子育て支援事業を円滑に利用できるよう支援
する。引き続き、子育て支援に関する情報を充実さ
せ、発信していく。
○平成30年度から、豊一・佐竹台・桃山台の各留守家
庭児童育成室でリースによるプレハブ教室の供用を開
始した。また、平成31年度以降も、児童数の著しい増
加が見込まれる千二・千三の育成室で小学校校舎の増
築に合わせた育成室の増築を計画するなど、地域の実
情を考慮しながら、待機児童を生じさせないための施
策を推進していく。
○見守りボランティア（フレンド）が安心して活動で
きるように安全管理等の研修会の実施やフレンド連絡
で他地区との交流会などを充実させる。
○運営方法や子供への対応などを巡回助言するブロッ
クアドバイザーの派遣回数を増やして、「活動プログ
ラム」の実施や内容の充実を図り、実施回数の増加を
目指す。
○親子教室では、より月齢の近い親子が交流できるよ
う学年別、月齢別にするなど工夫をして開催する。
○今後も高野台のびのびルームにて親子教室や交流会
を実施するとともに、より周知を図るためチラシ等を
作成する。

・子育て支
援課
・のびのび
子育てプラ
ザ
・放課後子
ども育成課
・青少年室

Ａ

子ども・子育て応援
サイトのアクセス数
については、目標の
アクセス件数を上
回っている。
前年度に引き続き、
年度内に待機児童を
解消できた。
太陽の広場の実施回
数は天候等により増
減するが、活動プロ
グラム実施等の内容
の充実は図れてい
る。
親子教室等の開催回
数、時間を増やすな
ど充実に努めたた
め。

○庁内ネットワークの構築のため「吹田版ネウボラ連
携会議」の設置に向け、保健センターとのびのび子育
てプラザが事務局となり、準備会議を実施した。
○専任保健師・助産師を配置し、母子健康手帳発行時
に全数面接を実施。母子保健等に関する情報提供をす
るとともに、継続支援が必要な妊婦のアセスメントを
行い支援している。
○平成29年度から産後ケア事業、プレママ・産後ママ
ゆったりスペース、助産師の継続訪問等、産前産後に
利用できるサービスを実施している。また、産婦健診
と産後家事支援の実施について、平成30年度からの実
施に向け検討を進めた。
○平成29年度から不妊治療相談を実施。６月から計６
回実施したが相談実績は計15件で、利用稼働率は36％
と低く、事業の更なる周知が必要である。不妊治療費
助成については他市の実施状況等の調査を行い、検討
の準備に取り掛かっている。
○平成29年11月に開室した高野台のびのびルームでは
定期的な相談会や親子教室を開催している。また、よ
り身近な場所で相談に応じるため保健センターが主催
するすくすく赤ちゃんクラブのほか、子育て広場での
出張相談会も行った。

○平成30年度から「吹田版ネウボラ連携会議」を年２
回実施。同会議等を通じ、関係室課の連携や支援体制
の強化を図っていく。
○平成30年度から産婦健康診査と産後家事支援を実施
し、よりきめ細かくニーズに合ったフォローを行う。
〇不妊治療相談事業の周知を図る。また、不妊治療助
成の実施ついて検討を進める。
○産後２か月からの支援の充実に対する取組として引
き続き親子教室を開催するとともに、より参加しやす
いよう学年別、月齢別に分けるなど工夫をする。また
より身近な場所での支援として、市内各所で出張あか
ちゃん会を開催する。

Ｃ

・保健セン
ター
・子育て支
援課
・のびのび
子育てプラ
ザ

(3)妊娠・出産・
子育ての切れ
目のない支援

①

Ａ

◆保健師による妊婦面接の
実施の割合　100％　（平
成29年度　93.1％）
◆新生児訪問の実施率
80％　（平成29年度
54.0％）
◇年間相談件数　1,200件
（平成29年度　1,440件）
（平成29年度に設定）

Ｂ

② 地域の子育
て支援の一
層の充実

○教育・保育施設や子育て支援施設等の検
索システムを導入する。また、子育て支援
に関する情報を充実させ、発信する。
○留守家庭児童育成室の拡充を図る。
○平日の「太陽の広場」、土曜日の「地域
の学校」の開催回数を増加させるととも
に、すべての児童が多様な体験・活動がで
きるよう活動プログラムの充実を図る。
○平成27年４月に開校した千里丘北小での
太陽の広場実施に向けて整備を進める。
・子育て中の市民同士が交流できるよう親
子教室を開催したり、父親の育児参加を支
援するため、お父さんと遊ぼうを開催す
る。（平成29年度に設定）

◆安心して子育てができる
環境にあると思う子育て世
帯の割合　70％
（平成26年度　62.3％）
◆就学前児童数の増加数
年間400人　（平成30年４
月１日時点　△271人）
◆子ども・子育て応援サイ
トのアクセス件数　年間
120,000件　（平成30年３
月末　年間259,723件）
◆留守家庭児童育成室待機
児童数　０人　（平成29年
３月31日　０人）
◆太陽の広場・地域の学校
開催回数　2,400回　（平
成29年度　2,222回）
◇親子教室等の年間開催回
数　220回　（平成29年度
233回）（平成29年度に設
定）

・留守家庭児童育成
室事業（1,329,917
千円）
・こどもプラザ事業
（32,218千円）
・こどもプラザ運営
事業（4,790千円）
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【参考資料１】

総合戦略の検証シート１【具体的な取組内容】

H27 H28 H29
基本
目標

基本的方向 アクションプラン（H27～31年度具体的な施策）
平成32年 KPI

（括弧内：直近データ）
これまでの取組状況

（進捗、成果、課題等）
今後の取組予定

所管名評価

※【評価】欄について
　　Ａ：目標達成に向け取組が進んでいる又はＫＰＩが前進している　　Ｃ：方針、具体策等を検討中
　　Ｂ：目標達成に向け取組の強化が必要又はＫＰＩが後退している　　Ｄ：未着手又はアクションプランの見直しが必要

「吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成28年３月策定） 平成29年度の進捗状況（平成30年３月末時点）
備考

（評価理由等）

※【アクションプラン、KPI】欄について
　　◎、◇：新たに設定した項目

関連事業名
（括弧内：平成30年度

当初予算額）

① 健やかに安
心して学べ
る教育環境
の充実

○児童会・生徒会活動を活性化し、自主・
自治活動によるいじめ撲滅に取り組む。
○不安や悩み等を相談しやすい教育相談体
制の充実を図る。
○読書活動支援者を全ての小・中学校に専
任で一人を配置し、学校図書館の開館時間
を拡大するとともに、児童・生徒の主体的
な読書活動の推進を図る。

◆いじめ事案の解消率
100％（平成29年度　小学
校100％、中学校98.8％）
◆学校図書館での１人当た
りの年間図書貸出冊数　小
学校：40冊、中学校：８冊
（平成29年度　小学校：
32.4冊、中学校：3.9冊）

○生徒会担当者会において各校のいじめ撲滅について
の取組を交流し、情報共有を行った。
○吹田市中学校「中学生の主張」大会においていじめ
撲滅宣言を発表した。
○読書活動支援者配置期間を４月から３月までと拡充
したが、小学校での全校専任配置を実現できていな
い。小学校：32.4冊、中学校：3.9冊と貸出冊数が増
加したが、目標達成には至っていない。

○各校において児童会、生徒会が中心となりいじめ撲
滅の取組を充実できるよう、生徒会担当者会の活性化
を図る。
○吹田市中学校「中学生の主張」大会でのいじめ撲滅
の取組の発表が充実したものになるよう運営委員会の
活性化を図る。
○中学校も含めた専任校の拡大・勤務時間の増加と併
せ、各学校へ目標達成のための取組について提案する
など検討し、児童・生徒の読書活動の推進を進めるべ
く拡充していく。

Ａ Ｂ Ｂ

小学校で図書活動支
援者の全校配置が実
現できず、また、貸
出冊数は増加した
が、目標達成に至っ
ていないため。

・指導室
・教育セン
ター

・生徒指導推進事業
（329千円）
・子どもサポート
チーム事業（31,155
千円）
・学校問題解決支援
事業（3,846千円）
・読書活動支援者配
置事業（61,518千
円）

② 英語教育の
充実

○小・中学校において、外国語を学ぶこと
への意欲・関心が高まるような動機づけや
OSAKA ENGLISH VILLAGEを活用するなど、英
語コミュニケーション体験の機会の充実を
図る。
○小学校において、英語指導助手を増員す
る。
○中学校において、英語指導助手などの外
部人材を積極的に活用し、英語を活用する
力の向上を図る。また、英語活用力を試す
外部試験への補助などを検討する。

◆小学校１年生から英語指
導助手を配置している小学
校数　36校　（平成29年度
36校）
◆OSAKA ENGLISH VILLAGE
への体験学習を全ての小学
校　36校で実施　（平成29
年度　36校）

〇全小学校36校が教育課程特例校となる。
〇小・中学校ともに英語指導助手を派遣し、児童・生
徒が主体的にネイティブスピーカーに関わることで、
コミュニケーション能力の育成と英語力の向上を図っ
た。
〇小学校６年生の児童を対象にOSAKA ENGLISH
VILLAGEを活用した「すいた・えいごweek」を実施し
英語のコミュニケーション体験を行う中で英語学習へ
の意欲の向上を図った。

〇今後英語指導助手の増員を図ったり、中学校では、
配置期間の拡充を図ることで、児童・生徒がネイティ
ブスピーカーの発音に触れる機会を増やしていく。

Ｂ Ａ Ａ

英語のコミュニケー
ション体験のアン
ケート結果で肯定的
な回答が100％近くあ
り、英語学習への意
欲の向上が図れたた
め。

・指導室 ・英語教育推進事業
（66,157千円）
・小学校英語マス
ター事業（6,550千
円）

(1)健康・医療の
まちづくりに
よる健康寿命
の延伸

高齢者向けウェルネ
ス住宅の整備・運営
事業者の選定や、健
都レールサイド公園
の整備など、取組を
着実に進めたほか、
KPI（健康寿命）につ
いても前進が見られ
たため。

・北大阪健
康医療都市
推進室
・地域医療
推進室
・中央図書
館

・健都ウェルネス住
宅推進事業（3,044
千円）
・北大阪健康医療都
市推進事業（60,932
千円）
・（仮称）健都ライ
ブラリー整備事業
（40,838千円）

Ａ

○北大阪健康医療都市において、地域包括
ケアシステムのモデルとしての生活習慣病
予防や介護予防機能を重点化した高齢者向
けウェルネス住宅を整備する。
○高齢者向けウェルネス住宅において、生
活コーディネーターを配置し、住民の就
労、社会活動及び生涯学習への主体的な参
加を促す仕掛けを導入するなど、「健康で
アクティブな生活」を支援する環境を整備
する。
○「公園から始まる健康・医療のまちづく
り」として、国立循環器病研究センターの
協力を得ながら、健康をキーワードに多世
代が集う、我が国トップレベルの健康増進
公園を整備する。健康増進公園では、民間
主導による社会貢献も促進し、多種多様な
健康イベント等を実施する。
○健康増進公園には、健康やスポーツ図書
を充実させた図書館である「(仮称)健都ラ
イブラリー」を整備する。また、(仮称)健
都ライブラリーには、健康カフェやセルフ
メディケーションに資するヘルスチェック
コーナー等、健康増進公園と連携する機能
を付加する。
〇高齢者ボランティアを取り入れるなど地
域との協働により、(仮称)健都ライブラ
リーをはじめとして健都全体で生涯学習活
動を推進する。
○北大阪健康医療都市において、地権者等
によるエリアマネジメントの体制を整備す
ること等を通じ、国立循環器病研究セン
ターや医療関係企業・研究機関、地域住民
等が連携しながら、健康づくり、生きがい
づくり、就労、社会活動、生涯学習等に関
する取組が主体的に創出される環境整備を
進める。

◆健康寿命　男性81歳、女
性85歳　（平成27年　男性
80.19歳、女性83.89歳）
◆(仮称)健都ライブラリー
の年間利用者数　延べ11万
人以上

○高齢者向けウェルネス住宅の整備・運営事業者を選
定し、同事業者と基本協定書及び定期借地権設定契約
書を締結した。
○国立循環器病研究センター及び市立吹田市民病院の
協力・監修を受け、健康への「気づき」「楽しみ」
「学び」をコンセプトとした健都レールサイド公園を
平成30年３月に供用開始した。
○北大阪健康医療都市（健都）のＰＲや今後の健都関
係者間のプラットフォームの在り方等について、国立
循環器病研究センターをはじめとする健都内の各事業
主体等と協議調整を行っている。
○(仮称)健都ライブラリーの整備について、０系新幹
線の活用方法を検討し直し、基本設計の修正を行っ
た。
○平成29年11月から(仮称)健都ライブラリーの実施設
計に着手した。
○(仮称)健都ライブラリーの建設予定地である吹田操
車場跡地について、埋蔵文化財発掘調査を実施し、平
成29年度は現地調査が完了した。

○平成30年７月に高齢者向けウェルネス住宅の着工開
始予定であり、平成31年度に竣工し、順次サービス開
始する予定としている。
○事業者が行う以下の内容について、進捗管理を行
う。
①本住宅のコンセプトである生活習慣病予防や介護予
防の機能を中心となって担う生活コーディネーターの
選任
②医療・介護の連携したサービスの提供
③国立循環器病研究センターや市立吹田市民病院など
健都内外の関係機関等との連携したサービスの提供
○健都レールサイド公園での健康づくりプログラム等
を展開するとともに、(仮称)健都ライブラリー等も活
用した健都ならではの取組について、市民や来訪者の
健康への気づき、学び、楽しみにつながる取組の検討
を深める。
○「北大阪健康医療都市　健康・医療のまちづくり加
速化プラン」を踏まえ、各事業主体や医療・健康関連
の企業・研究機関、大学、地域住民等と連携した健都
ならではの健康づくり等に関する取組の創出を目指
す。
○平成32年11月頃の供用開始を目指して、(仮称)健都
ライブラリーの整備を進める。
○健都レールサイド公園と一体的に健康増進に係る取
組を行うために、民間のノウハウを活用できるように
検討を進める。パブリックコメントを実施し、条例改
正に向けて準備を行う。
○吹田操車場跡地の埋蔵文化財発掘調査は、遺物整理
を行い、調査結果報告を受けて、平成30年４月末で完
了。
○平成30年７月末に(仮称)健都ライブラリーの実施設
計を完了し、工事費用の精査を行い、建設工事の着工
へ向けて準備を進める。

Ｂ Ｂ

① 「生涯活躍
のまち」
（健都版
CCRC）の取
組

　
■
基
本
目
標
４
■

　
　
　
誰
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
「

幸
齢
社
会
」

が
実
現
す
る
ま
ち
（

１
枚
目
）

(4)未来を拓く教
育の充実

　
■
基
本
目
標
３
■
（

３
枚
目
）
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【参考資料１】

総合戦略の検証シート１【具体的な取組内容】

H27 H28 H29
基本
目標

基本的方向 アクションプラン（H27～31年度具体的な施策）
平成32年 KPI

（括弧内：直近データ）
これまでの取組状況

（進捗、成果、課題等）
今後の取組予定

所管名評価

※【評価】欄について
　　Ａ：目標達成に向け取組が進んでいる又はＫＰＩが前進している　　Ｃ：方針、具体策等を検討中
　　Ｂ：目標達成に向け取組の強化が必要又はＫＰＩが後退している　　Ｄ：未着手又はアクションプランの見直しが必要

「吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成28年３月策定） 平成29年度の進捗状況（平成30年３月末時点）
備考

（評価理由等）

※【アクションプラン、KPI】欄について
　　◎、◇：新たに設定した項目

関連事業名
（括弧内：平成30年度

当初予算額）

(1)健康・医療の
まちづくりに
よる健康寿命
の延伸

③ 運動による
健康増進の
取組

○体育指導員と保健師等が連携し、専門性
を活かした運動プログラムの企画などを行
う。
○ウォーキングコースの提案やイベントの
開催、ノルディックウォークの講習と普及
を進めるため、「(仮称)ココ・カラ・
ウォークプロジェクト」を実施する。
○幅広い分野の施設やイベントへ出向き、
運動、健康相談、簡単な体操の紹介を行
い、運動のきっかけづくりを行う「(仮称)
移動まちかど運動相談」を実施する。
○大規模公園を利用し「すいた笑顔（スマ
イル）体操」の普及を図る。

◆健康寿命　男性81歳、女
性85歳　（平成27年　男性
80.19歳、女性83.89歳）
◆日常生活における運動の
実施頻度　週に１回程度以
上の人が53.0％　（平成26
年度　49.6％）

○保健センターの健康教室を一般事務（体育）職員と
保健師等が連携し、共同で開催した。
○ノルディック・ウォーキング体験を６回実施し、
174人が参加。
○「市民スポーツ講座」をウォーキング及び介護予防
をテーマに実施し、192人が参加。
○千里南公園、中の島公園で「すいた笑顔（スマイ
ル）体操」を実施し、39回、811人が参加。市民が自
主的に活動できるよう支援を行った。

○保健センターの生活習慣病予防を中心とした成人事
業、産前産後ケアを中心とした母子事業と連携する。
○ウォーキングやノルディック・ウォーキングに関す
る情報を、ホームページの掲載等を利用し提供する。
○千里南・中の島公園での「すいた笑顔（スマイル）
体操」は市民主体の活動となっており、今後も支援を
続ける。

Ｂ Ｂ Ｂ

運動習慣化を図るた
め、ウォーキングを
中心とした事業を展
開したが、今後は市
民が自主的に運動に
取り組める環境づく
りが必要であるた
め。

・文化ス
ポーツ推進
室

・運動習慣化推進事
業（173千円）

(2)誰もが住み慣
れた地域で安
心して暮らせ
るまちづくり

① 「地域包括
ケアシステ
ム」の構築

○新しい介護予防・日常生活支援総合事業
や在宅医療と介護連携を推進する。
○協議体や生活支援コーディネーター等の
設置を通じて、生活支援サービスの体制を
整備する。

◆生活支援コーディネー
ター配置数　全市域担当を
１人、サービス整備圏域ご
とに各１人を配置　（平成
28年度から広域型生活支援
コーディネーター１人配
置）
◆高齢者生活支援体制整備
協議会をサービス整備圏域
ごとに設置　（平成28年度
から全市域対象の高齢者生
活支援体制整備協議会を設
置）

○平成29年４月に高齢者安心・自信サポート事業を開
始した。
○在宅医療・介護連携推進事業において、医療機関・
介護サービス事業者情報検索システムの開設や、連携
のためのツールの普及啓発、多職種連携研修会の開
催、市民啓発のためのリーフレットの作成等を行っ
た。
○生活支援体制整備事業において、広域型生活支援
コーディネーターが把握した課題を協議体にて検討
し、地域の高齢者同士の関係づくりと相互協力しあう
気風を作るためのリストを作成し、交流会を開催し
た。また、支え合いの地域づくりの啓発ための市民
フォーラムを開催した。

○高齢者安心・自信サポート事業のサービス種別を拡
充する。
○在宅医療・介護連携推進協議会において、事業の検
討、協議、進捗管理を引き続き行う。また、これまで
の取組に加え、在宅医療・介護連携に関する相談支援
について取り組む。
○広域型生活支援コーディネーター及び協議体を引き
続き設置するとともに、吹田の特徴を生かした担い手
の養成や生活支援サービスの創出を行う。

Ｂ Ｂ Ａ

地域包括ケアシステ
ム構築に向けて、高
齢者安心・自信サ
ポート事業を開始し
たことに加えて、在
宅医療と介護の連携
についての取組も進
んでいるため。

・高齢福祉
室

・介護予防・生活支
援サービス事業
（911,735千円）
・在宅医療・介護連
携推進事業（5,334
千円）
・生活支援体制整備
事業（10,113千円）

・たばこ対策推進事
業（1,060千円）
・すいた健康サポー
ター事業（395千
円）
・健康ポイント事業
（2,744千円）
・健康情報拠点推進
事業（275千円）
・成人歯科健康診査
事業（115,800千
円）
・特定健康診査（国
保健康診査）事業
（307,599千円）
・特定保健指導（国
保保健指導）事業
（17,567千円）
・特定健診フォロー
アップ事業（7,399
千円）
・人間ドック助成事
業（保健事業費）
（8,580千円）
・糖尿病性腎症重症
化予防事業（761千
円）

Ｂ Ａ Ａ

市民一人ひとりが主
体的な健康づくりを
意識し、生活習慣・
運動習慣の改善に取
り組めるよう、健康
無関心層への取組
や、ハイリスク者へ
の支援、健康サポー
ター事業等様々な取
組を推進することが
できたため。

・保健セン
ター
・国民健康
保険室

② 市民の健康
づくりの支
援

○市民一人ひとりが主体的な健康づくりを
意識し、生活習慣・運動習慣の見直しや、
健康づくりの輪を広げていく取組を進める
ため、すいた健康サポーターを養成する。
○市民の健康意識の向上と主体的な健康づ
くりの動機づけとなるよう、特定健診など
の各種健診・がん検診の受診や健康に関す
る講座・イベント等への参加をポイント化
し、ポイントと商品・サービスとを交換す
る健康ポイント制度を検討・実施する。
○75歳以上の市民に対し、歯科健康診査、
口腔機能の検査を実施するなど、成人歯科
健診事業を充実させる。
○特定健診の受診勧奨を行う。特に受診率
が低い40歳代への勧奨を強化する。
○データヘルス計画を策定し、健診やレセ
プト等の健康・医療データの分析に基づ
き、被保険者の健康状態に即した効果的・
効率的な保健事業を実施・推進する。

◆健康寿命　男性81歳、女
性85歳　（平成27年　男性
80.19歳、女性83.89歳）
◆国保特定健診の受診率
60％以上　（平成28年度
46.0％）

○平成27年度、28年度に引き続き「すいた健康サポー
ター」講座を実施し、平成29年度は47名の健康サポー
ターを養成し、また、市報等で市民に周知するととも
に、これまでの地区福祉委員会に加え、新たに体育振
興連絡協議会にも参加を呼びかけた。キッズ健康サ
ポーター事業は、小学４年生に対し4校、延べ229人に
健康づくりについて講義を実施することができた。
○平成29年度は大和大学や企業等と連携して実施した
女性の健康フェスティバルをはじめ、産業フェア及び
サッカースタジアムやＥＸＰＯＣＩＴＹでのイベント
などで、延べ2,927人に対し、健康に余り関心のない
層への取組の強化を図った。
○たばこ対策の総合的な推進のため、平成29年５月か
ら禁煙治療費一部助成制度を創設し、49人の方が禁煙
に成功し助成の申請を行った。また受動喫煙の防止に
向けた啓発を行った。
〇健康ポイント事業も継続して実施し、701人が商品
の交換申請を行ったが、そのうち約１割が本事業を契
機として自ら健（検）診受診や健康講座に参加するな
ど、主体的な健康づくりに向けた行動変容を促すとと
もに市民の健康に関する意識の向上に寄与した。
○成人歯科健康診査では平成28年度から75歳以上の方
に、口腔機能検査を追加して実施し、自身の口腔機能
の状態を知ってもらうとともに、口腔機能の維持向上
の重要性について啓発を行った。
○平成28年度（法定報告）における国保健診の受診率
は46.0％である。特に受診率の低い40歳代の特定健診
未受診者に対し、未受診者勧奨通知を送付し、受診勧
奨を実施。
○データヘルス計画に基づき、平成28年７月から非肥
満者の血圧高値・血糖高値者に対する受診勧奨事業及
び糖尿病重症化予防事業を開始。効果的な事業実施の
ため、医療機関や糖尿病専門医等との更なる連携が課
題。

○健康サポーター事業・キッズ健康サポーター事業を
関係機関と連携して実施するとともに、養成した「す
いた健康サポーター」への支援の強化を図る。
○健康ポイント事業については、より多くの方に事業
への参加を促すため、ガイドブック設置場所を増やす
ことで、より広く周知するとともに、ポイント対象講
座を見直すなど、事業の充実を図りながら継続実施す
る。
〇スモークフリー環境の推進を図るため関係部局間の
連携強化するとともに、横断的に取組を進めるスモー
クフリー推進庁内検討会議を設置する。
〇「禁煙治療費一部助成制度」について市民へ様々な
方法で周知を図り、禁煙への取組みを支援する。
○若年者など健康づくりの関心が低い者に対し、健康
への意識啓発を行うために、より身近な場所で健康情
報を得られるよう健康情報を発信する拠点の拡大を図
る。
○平成30年度から大阪府後期高齢者医療保険の加入者
は大阪府後期高齢者医療広域連合が行う歯科健康診査
（口腔内診査及び口腔機能検査）で歯科健診と口腔機
能検査を併せて実施することになるが、これまでの成
人歯科健康診査の内容の低下とならないよう市内の協
力歯科医院で受診した人には歯面清掃を実施する。ま
た大阪府後期高齢者医療保険の非加入者には吹田市成
人歯科健康診査の受診勧奨を行う。
○平成30年度からの国民健康保険の広域化に伴い、人
間ドッグ受診時における助成金を補助し、特定健診の
受診率向上を図る。
○平成30年３月策定の第２期データヘルス計画及び第
３期特定健康診査等実施計画に基づき、特定健康診
査・特定保健指導の実施率の向上に努めるとともに、
特定健診フォローアップ事業及び糖尿病性腎症重症化
予防事業に取り組む。

　
■
基
本
目
標
４
■
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【参考資料１】

総合戦略の検証シート１【具体的な取組内容】

H27 H28 H29
基本
目標

基本的方向 アクションプラン（H27～31年度具体的な施策）
平成32年 KPI

（括弧内：直近データ）
これまでの取組状況

（進捗、成果、課題等）
今後の取組予定

所管名評価

※【評価】欄について
　　Ａ：目標達成に向け取組が進んでいる又はＫＰＩが前進している　　Ｃ：方針、具体策等を検討中
　　Ｂ：目標達成に向け取組の強化が必要又はＫＰＩが後退している　　Ｄ：未着手又はアクションプランの見直しが必要

「吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成28年３月策定） 平成29年度の進捗状況（平成30年３月末時点）
備考

（評価理由等）

※【アクションプラン、KPI】欄について
　　◎、◇：新たに設定した項目

関連事業名
（括弧内：平成30年度

当初予算額）

(2)誰もが住み慣
れた地域で安
心して暮らせ
るまちづくり

②

④ 障がい者が
地域で安心
して暮らせ
るための体
制整備

○医療的ケアが必要な重度障がい者が入居
するグループホームに対して、介護給付費
の加算対象とならない医療職の配置につい
ての助成制度を構築する。
○医療的ケアが必要な重度障がい者数を把
握したうえで、これに対応できる日中活動
事業所の誘導策を構築する。
〇ショートステイの効率的な受け入れのた
めに空き状況を把握できる情報共有の仕組
みを構築する。
○安全な施設運営のため、既設施設の防火
設備の整備への支援を行う。

◆グループホーム利用者数
679人　（平成30年３月31
日　367人）
◆ショートステイ利用者数
378人　（平成30年３月31
日　420人）

○平成28年度からグループホームに係る看護職員の配
置について、補助金のメニューを追加し、平成29年度
は１法人に対して、補助金を執行した。
○ショートステイの効率的な受入れのための空き状況
を把握できる情報共有の仕組みの構築にあたり、市内
短期入所事業所が集まる会議を２回開催し、課題の洗
い出しを行った。
○今後の支援学校卒業予定人数の整理を行い、医療的
ケアが必要な重度障がい者数の把握を行った。
○既設施設の防火設備の設置状況の把握を行った。

○ショートステイの効率的な受入れのための仕組みの
構築については、第５期障がい福祉計画の重点課題
「緊急対応システムの構築」として位置づけており、
構築にあたっての課題の整理を行い、整備に向けて検
討を進める。
○医療的ケアが必要な重度障がい者の日中活動事業所
の誘導については、必要数の把握を行うとともに、既
存施設の活用も含めた検討を進める。 Ｃ Ｂ Ｂ

施策として助成制度
を構築できたものも
あるが、まだ完了し
ていない現在進行中
のものもあり、KPIを
達成するためには更
なる取組の強化が必
要であるため。

・障がい福
祉室

・障害者グループ
ホーム助成事業
（53,609千円）

・高齢福祉
室

・介護予防普及啓発
事業（10,335千円）
・住民主体の介護予
防活動支援事業
（192千円）
・認知症サポーター
養成事業（303千
円）
・認知症初期集中支
援推進事業（10,328
千円）
・認知症地域支援・
ケア向上事業
（6,819千円）
・認知症地域サポー
ト事業（243千円）

Ａ Ａ

③ 介護予防・
認知症予防
の推進と高
齢者を見守
り支える地
域づくり

○介護予防普及啓発の強化（認知症予防教
室、公園体操）や、住民主体の介護予防活
動への支援の充実を図る。
○認知症施策の基本である認知症に関する
啓発として、認知症サポーター養成講座の
充実とサポーターの活動支援を行う。
○認知症地域支援推進員の設置、認知症初
期集中支援チームの設置など、認知症支援
における早期発見・早期対応の仕組みを作
る。
○認知症地域サポート事業などにより、地
域における見守り体制を構築する。
○認知症ケアパスの作成・普及や、居場所
づくりへの支援（認知症カフェ）など、認
知症の人及びその家族への支援を行う。

「幸齢者の
たまり場」
づくりへの
支援と孤立
化の防止

○心身ともに生き生きと暮らせるよう、
「幸齢者のたまり場」づくりを支援すると
ともに、幸せに年齢を重ねることの実感を
培うことに取り組む。
○閉じこもりや孤立化の防止など、ひとり
暮らし高齢者の外出や運動、地域交流を促
進する。
○地域包括支援センターの機能強化を図
り、身近な地域での相談体制を充実させ
る。
○交通弱者（通院が困難な高齢者）への新
たな移動支援を検討する。

◇いきいき百歳体操活動支
援実施団体数　180団体
（平成29年度末　93団体）
（平成30年度に設定）
◇ひろばde体操実施箇所数
10か所（平成29年度末　６
か所）（平成30年度に設
定）
◆認知症サポーター養成数
30,400人　（平成29年度末
21,582人）
◆高齢者支援事業者との連
携による見守り事業者延べ
事業者数　650事業者
（平成29年度　527事業
者）
◆救急医療情報キット延べ
配布数　22,500人　（平成
29年度末　13,622人）
◆成年後見制度利用支援事
業　34件　（平成29年度
35件）

○介護予防普及啓発の強化について、認知症予防教室
８コース96回延べ2,239人が参加。ひろばde体操（旧
公園体操）は実施会場が２会場増え、６会場210回延
べ4,164人が参加した。また、いきいき百歳体操を
ツールとした住民主体の介護予防活動継続実施団体は
93グループとなった。
○認知症サポーター養成数は21,582人（キャラバン・
メイトを除く）。（平成30年３月末）
○平成29年４月に認知症初期集中支援チームを設置
し、43人の支援を行った。
○平成29年４月に認知症地域支援推進員を配置し、認
知症ケアパスの作成や、認知症カフェ等の居場所づく
りの支援等を行った。
○認知症初期集中支援チーム及び認知症地域支援推進
員の活動状況等を評価する、認知症総合支援事業評価
検討委員会を設置した。
○認知症地域サポート事業を北山田地区において実施
し、地域住民の認知症に対する理解・知識が深まっ
た。また、高齢者見守り体制づくり講演会を開催し、
学識者による講演とともに地域サポート事業を実施し
た住民が実施報告を行った。

○介護予防普及啓発の強化については、ひろばde体操
の実施会場数を増やし、身近な場所で気軽に介護予防
の取組を始めるきっかけづくりとなる場の体制整備を
進めるとともに、ひろばde体操の運営等を担う介護予
防推進員の支援強化を行う。
○いきいき百歳体操のほかに口腔機能向上や認知症予
防等に資する吹田市オリジナル介護予防体操を作成
し、住民主体の通いの場等での普及を目指す。
○認知症サポーター養成講座の普及を図る。また、講
座を受講しやすい環境の整備を行う。
○認知症総合支援事業評価検討委員会において活動の
評価・検討を行い、より効果的な活動になるよう、支
援を行う。
○高齢者支援事業者との連携による見守り事業を推進
するため、登録事業者の増加に努める。

Ａ

介護予防の普及啓発
や住民主体の介護予
防活動の支援が推進
できており、認知症
初期集中支援チーム
及び認知症地域支援
推進員の設置が完了
し、介護予防・認知
症予防の推進と高齢
者を見守り支える地
域づくりが進められ
ているため。

Ｂ Ａ

◆地域包括支援センター設
置数　15か所　（平成29年
度　15か所）
◆ふれあい交流サロン整備
数　12か所　（平成29年度
４か所）
◆33地区の地区福祉委員会
がひとり暮らしの高齢者を
対象に行うふれあい昼食会
の参加人数　12,000人
（平成29年度　10,505人）
◇シルバー人材センター会
員数 1,971人　（平成29年
度　1,894人）（平成30年
度に設定）

○ふれあい交流サロン事業の整備に向けて検討を進め
た。また、ふれあい交流サロンを地域における住民主
体の介護予防活動と位置づけ、その活動をより強化し
ていくための支援策を検討した。
○地域包括支援センターを15か所整備し、より身近な
地域での相談支援体制の充実を図った。
○通院困難者タクシークーポン券の交付者及び市内居
宅介護支援事業所にアンケートを行い、移動支援に関
するニーズ等の把握に努めた。
○市内33の地区福祉委員会がひとり暮らし高齢者を対
象に実施する「ふれあい昼食会」の取組に対して補助
金を交付し、活動を支援した。
○シルバー人材センターの会員数は1,894人（60歳以
上人口の1.8％）となった。

○平成30年度にふれあい交流サロン運営団体を新たに
４団体公募する。また、ふれあい交流サロンにおい
て、新たに設定した項目に沿った介護予防の取組を実
施するよう働きかけを行う。
○シルバー人材センターの取組を補助金や広報により
支援する。
○市役所内に基幹型地域包括支援センターを設置し、
15か所の地域包括支援センターの総合調整、後方支援
を行う体制を整備する。
○高齢者の移動支援に関するアンケートを基に平成30
年４月１日付で事業の対象要件を拡大し、クーポン券
の利便性及び利用率の向上に努める。
○引き続き「ふれあい昼食会」の取組に対して補助金
を交付し、活動を支援することで地域での顔の見える
関係の構築を図る。

Ａ

ふれあい交流サロン
事業の補助内容を見
直すとともに、整備
数12か所に向け、平
成30年度と平成31年
度に新たに４団体ず
つ公募、事業実施す
るよう事業を拡充し
た。
地域包括支援セン
ターを15か所整備
し、地域での相談体
制の充実が図られ
た。
ふれあい昼食会につ
いては、より身近な
圏域での開催など、
各地区福祉委員会で
参加しやすい手法の
検討がされたため。

・高齢福祉
室
・福祉総務
課

・ふれあい交流サロ
ン事業（4,769千
円）
・ふれあい交流サロ
ン介護予防事業
（7,200千円）
・シルバー人材セン
ター補助事業
（20,128千円）
・委託型地域包括支
援センター事業
（272,821千円）
・通院困難者タク
シークーポン券事業
（4,092千円）
・ふれあい昼食会事
業補助事業（3,750
千円）
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【参考資料１】

総合戦略の検証シート１【具体的な取組内容】

H27 H28 H29
基本
目標

基本的方向 アクションプラン（H27～31年度具体的な施策）
平成32年 KPI

（括弧内：直近データ）
これまでの取組状況

（進捗、成果、課題等）
今後の取組予定

所管名評価

※【評価】欄について
　　Ａ：目標達成に向け取組が進んでいる又はＫＰＩが前進している　　Ｃ：方針、具体策等を検討中
　　Ｂ：目標達成に向け取組の強化が必要又はＫＰＩが後退している　　Ｄ：未着手又はアクションプランの見直しが必要

「吹田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」（平成28年３月策定） 平成29年度の進捗状況（平成30年３月末時点）
備考

（評価理由等）

※【アクションプラン、KPI】欄について
　　◎、◇：新たに設定した項目

関連事業名
（括弧内：平成30年度

当初予算額）

② 地域防犯力
の向上

○防犯カメラ等の設置や防犯活動団体の増
加促進を行うなど、地域の見守りの目を拡
充する。

◆刑法犯の認知件数
1,731件　（平成29年
2,843件）
◆犯罪が少ないなど、治安
がよいまちであると感じる
市民の割合　70％　（平成
26年度　42.8％）

○平成28年度と平成29年度の２か年で市内の24小学校
区に371台の防犯カメラを設置し（うち11台について
は、江坂駅周辺の重点配置地区分）、また、防犯目的
でのドライブレコーダーの普及促進については、平成
28年度に36台・平成29年度に14台の公用車に設置、29
の事業者（140台）に対して設置補助を行い、併せて
既にドライブレコーダーを設置している市民・事業者
250台の見守り協力車登録を行った。
　さらに、年20回安心安全の都市（まち）づくり講習
会や防犯講座を行うなど、合計710名の市民に対して
地域防犯活動の推進に資するような内容に関する啓発
活動を実施した。

○地域の見守りの目を拡充するために、市域全域に防
犯カメラの設置を進めるとともに、市内における防犯
目的でのドライブレコーダーの普及促進を行う。啓発
活動については、引き続き積極的に実施する。

Ａ Ａ Ａ

刑法犯認知件数が減
少していることか
ら、防犯カメラやド
ライブレコーダーの
設置等が、犯罪抑止
力として一定の効果
を上げているものと
考えられるため。

・危機管理
室

・公共施設等防犯カ
メラ設置事業
（25,085千円）
・安心安全ドライブ
レコーダー設置事業
（56千円）
・安心安全ドライブ
レコーダー普及促進
事業（305千円）
・安心安全の都市
（まち）づくり推進
事業（735千円）

③ 消防団の活
性化

○消防団員の処遇改善を検討する。
○市内在住者だけでなく市内事業所に勤務
している従業員も入団可能であり、事業所
等への働きかけを積極的に行い、団員の入
団を促進する。
○自治会等のイベントにおいて積極的にＰ
Ｒを行う。

◆消防団員数の維持　（平
成30年３月31日現在　182
人）

○消防団員の処遇等改善の検討を進めた。
○消防団協力事業所制度を活用し、２団体を協力事業
所に認定するなど、事業所等への働きかけを積極的に
行い、団員の入団を促進している。
○吹田まつりの冊子に団員募集について掲載する等自
治会等のイベントにおいて積極的にＰＲを行った。

○引き続き左記の取組の実践に加え、平成29年４月１
日に導入した学生の就職活動支援となる吹田市学生消
防団活動認証制度を活用し、将来の地域防災の担い手
となる学生の入団を促進する。

Ａ Ａ Ａ

平成28年度と比較
し、消防団員数が増
加しているため。

・消防本部
総務予防室

・消防団運営事業
（57,279千円）

① 持続可能な
都市経営の
推進

○「(仮称)吹田市公共施設等総合管理計
画」を策定する。また、「吹田市公共施設
最適化計画【実施編】」を策定し、同計画
に基づく個々の施設の最適化を進めるため
の計画を策定する。
○各種調査や分析、市民意向の把握などを
行い、国や大阪府、隣接市などと連携しな
がら「吹田市立地適正化計画」を策定す
る。

◆(仮称)吹田市公共施設等
総合管理計画を策定する。
（平成29年３月　吹田市公
共施設総合管理計画を策
定）
◆「吹田市立地適正化計
画」を策定する。　（平成
29年３月　吹田市立地適正
化計画を策定。平成30年３
月改定）

○平成29年３月に策定した「吹田市公共施設総合管理
計画」に基づき、公共施設のうち、一般建築物を対象
とした全施設の個別施設計画の完成に向け、全庁的な
協議・調整を行い、個別施設計画に盛り込むべき内容
等の素案を作成した。
○居住誘導区域及び評価指標を新たに設定し、「吹田
市立地適正化計画」を改定した。

○早期に方向性を示す施設から順に、個々の施設の最
適化の具体的な検討を進め、一般建築物の個別施設計
画を作成する。
○社会経済情勢や各施策の進捗等を踏まえ、おおむね
５年ごとに見直しを行っていく予定。

Ａ Ａ Ａ

吹田市公共施設総合
管理計画及び吹田市
立地適正化計画を策
定し、公共施設総合
管理計画に基づき一
般建築物の個別施設
計画の検討を進め、
また、立地適正化計
画を改定したため。

・資産経営
室
・計画調整
室

・公共施設最適化推
進事業(6,160千円）

② 広域連携に
よる施設利
用の検討

○図書館の広域連携（相互利用）事業を推
進し、豊中市、大阪市、摂津市等、隣接各
市との広域連携の実施に向け、協議を進め
る。

◆広域連携（相互利用）実
施自治体　５市　（平成29
年度　７市３町）

○北摂地区７市３町で協定書を交わし、平成29年７月
から広域連携相互利用を開始した。

平成26年７月から開始した大阪市との連携相互利用
は、現在、さんくす図書館のみで試行している。相互
利用できる図書館を拡充する方向で検討を進める。 Ｂ Ａ Ａ

アクションプラン、
KPIともに目標を達成
したため。

・中央図書
館

・図書館の広域連携
（相互利用）事業
（26千円）

③ 空き家対策
の推進

○空き家等の所在等を把握する。
○国のガイドライン等を参考に、特定空家
等に対し、必要な是正措置を図る。

◆腐朽・破損のある空き家
の割合　増加させない。
（平成25年　29％）

〇吹田市空き家バンクを設置し、空き家の利活用の促
進に取り組んだ。
〇特定空き家等（２件）へ是正措置を行い、所有者に
よる撤去が１件行われた。

〇空き家等実態調査の実施、空き家等対策計画の策定
等を行う。
〇引き続き、特定空き家等への是正措置を行う。 Ｂ Ｂ Ａ

空き家の有効活用制
度を制定したこと
や、特定空き家等の
改善を図ったため。

・住宅政策
室

・空家等対策計画策
定事業
（13,403千円）

(4)市民ニーズの
変化に応じた
都市の形成

・危機管理
室
・福祉総務
課
・水循環室

・地域防災計画推進
事業（19,271千円）
・防災用資機材給付
事業（1,569千円）
・防災リーダー育成
事業（50千円）
・防災訓練事業
（7,258千円）
・防災関連システム
運営管理事業
（91,207千円）
・防災情報充実強化
事業（928千円）
・防災ハンドブック
の作成・改訂事業
（26,217千円）
・災害時要援護者支
援事業（785千円）
・浸水対策事業
（8,376千円）

○地域支援では、地域との連携を図り、防災力の向上
を目的とした合同防災訓練で、情報収集・伝達体制の
強化を図った。
　また、地域防災力向上を目的とした防災リーダー育
成講習を実施したほか、自主防災組織結成支援を行
い、連合自治会単位で１組織、単一自治会単位で７組
織が新たに結成され、防災用資機材等を給付する側面
的支援を行った。
○市民の情報収集手段の多様化として、平成27年度か
ら４か年で16台の防災行政無線の屋外拡声器増設を進
めている。平成29年度は、４台を新たに増設し情報伝
達体制の強化を図った。
　また、小中学校に設置する戸別受信機と学校放送設
備を連動させることで、さらなる情報伝達体制の強化
に取り組んでいる。（平成29年度は10校の工事を完
了）
○半年ごと（６月、12月）に新規の名簿対象者等に対
して同意確認書を発送し、災害時要援護者名簿の更新
を行った。平成29年度に単一自治会単位での名簿出力
ができるようにシステムの改修を行ったことで、地域
支援組織が活用する際に、より利便性の高い名簿と
なった。
○市報やホームページを活用し、福祉避難所の役割、
開設訓練を実施した様子や運営調整会議の内容など、
福祉避難所についての情報発信を行った。
○止水板等の設置に対する助成については、イオン３
店舗において、ＰＲチラシを常時配架するとともに、
市報やホームページ等を利用した情報発信を実施。

◆連合自治会単位での自主
防災組織の結成数　35団体
（平成29年度　24団体）
◆地震や風水害などに対す
る対策に満足と感じる市民
の割合　50％　（平成26年
度　19.0％）
◆防災訓練で災害時要援護
者についての訓練を実施し
ている団体の割合75％以上
（平成26年度　38％）
◆市民の福祉避難所の認知
度　50％以上　（平成26年
度　2.7％）

○避難所運営マニュアル作成指針については、見直し
の検討を継続し、各施設が作成している避難所運営マ
ニュアルについても、訓練等で検証しながら施設に応
じたマニュアルとなるよう作成・改訂作業の支援を行
う。
　地域支援は、引き続き積極的に実施する。
○防災行政無線の屋外拡声器増設については、残り４
か所の増設を行うとともに、小中学校に設置する戸別
受信機と学校放送設備との連動については、残りの学
校について工事を実施する。
○地域と個別に協議を行い、平成29年度から協定の締
結を始めたところであり、更に協定締結地域を増やし
ていく必要がある。その際に、先進取組事例を紹介す
るなど具体的な情報を提供することで、地域の理解も
得やすくなり、名簿の活用促進にも繋がると考える。
○福祉避難所に対する市民の認知度を向上させるため
に、今後もあらゆる機会を捉えて情報発信を行ってい
く。
○止水板等の設置については、これまでの取組状況を
精査し、効果的なＰＲ方法を再検討する。

Ａ Ａ Ａ

市民一人ひとりが確
実に防災情報を入手
できる多様な手段の
確保や防災意識の普
及啓発、地域防災活
動への支援など、
ハード・ソフト両面
から充実、強化を進
めた。
地域支援組織と協定
を締結し、災害時要
援護者名簿を提供す
ることができた。
浸水被害軽減に有効
な止水板設置のＰＲ
活動を通して、市民
の防災意識向上に資
する効果が大きいと
判断したため。

　
■
基
本
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標
４
■

　
　
誰
も
が
安
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し
て
暮
ら
せ
る
「

幸
齢
社
会
」

が
実
現
す
る
ま
ち
（

４
枚
目
）

(3)地域コミュニ
ティの強化に
よる安心安全
のまちづくり

① 災害に強い
まちづくり

○避難所運営マニュアルの精査と訓練等の
地域連携に対する支援を行う。
○防災行政無線の屋外拡声器を増設するな
ど、市民の情報収集手段の多様化を図る。
○災害発生時、災害時要援護者の避難支援
活動を円滑に行うため、災害時要援護者名
簿について、対象者の同意をとり、地域へ
提供する。また、災害時要援護者名簿の活
用を行っている団体の現地調査を実施し、
取組事例の情報発信を行い、防災訓練での
使用など、平常時からの活用促進を図る。
○福祉避難所の役割や機能などについて情
報発信を行い、認知度の向上を図る。
○市民や市内の各大学、企業等と連携し、
地域の災害対応能力の強化を図る。
○自助による防災意識の高揚や浸水被害の
軽減を図るため、浸水対策となる止水板等
の設置に対する助成を行う。
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